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はじめに 
 
 平成 17 年６月末の新聞記事を契機に、アスベストによる健康被害が大きな社会問題となったことから、
アスベストの大気環境への飛散防止対策を強化することが環境省に求められた。このため、環境省は社

団法人日本作業環境測定協会（以下「協会」という。）に所要の調査を依頼した。協会は、その一環とし

て「建築物の解体等における石綿飛散防止検討会」を設置して検討を進め、11 月末に検討会報告「建
築物の解体等における石綿飛散防止対策の強化について」を取りまとめた。この検討会報告は、飛散防

止対策を強化するための大気汚染防止法施行令・施行規則の改正の基本的な内容を示しているが、そ

の実施に当たって、マニュアル等の整備が必要なことを強調している。 
 これを受けて、協会は「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル検討委員会」を設置し、

マニュアルの整備を進めてきたが、今般、その取りまとめが一応完了したことから、その公表を行うもので

ある。 
 平成 18年３月１日から、検討会報告を踏まえて改正された大気汚染防止法施行令・施行規則に基づ
く規制が実施されており、本マニュアルが建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策の関係者に活用さ

れ、その対策の適切な実施に資することを願うものである。 
 最後に、マニュアル検討委員会の委員名簿を巻末に記載したが、委員各位のこれまでのご尽力に対

し、厚く御礼申し上げる。 
 
    平成 18年 3月 
                    建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル検討委員会委員長 
                                                                        富田 雅行 
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